
国立大学法人大阪大学シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則 
 

(目的) 
第1条 この規則は、国立大学法人大阪大学に勤務する者のうち、交替制を含むシフト勤務又は変形労働時間制の適用を受ける

もの(短時間勤務職員及び短時間教育研究等職員を除く。以下「職員」という。)について、その勤務時間等に関する取扱いを

定めることを目的とする。 
 

(シフト勤務) 
第2条 交替制を含むシフト勤務の適用を受ける職員(休憩時間の時間帯のみがシフトする者を含む。)の勤務時間(始業及び終業

の時刻並びに休憩時間の時間帯)は、別に定める場合を除き、別表第1に定めるとおりとする。 
2 前項の職員に係る勤務時間の割り振りは、当該職員の所属する部局等の長(以下「部局長」という。)が行うものとする。 
 

(変形労働時間制) 
第3条 変形労働時間制の適用を受ける職員の勤務時間及び休日は、別に定める場合を除き、別表第2に定めるとおりとする。 
2 前項の職員に係る勤務時間の割り振りは、1か月ごとに部局長が行うものとする。 
 

附 則 
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 

 
附 則 

この改正は、平成17年3月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成17年4月1日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成17年5月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成17年7月20日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成17年10月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成18年4月1日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成18年5月23日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成18年7月1日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成18年10月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成19年4月1日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成19年7月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成19年10月1日から施行する。 
 

附 則 



この改正は、平成20年2月19日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成20年4月1日から施行する。 
 
附 則 

この改正は、平成20年11月25日から施行する。 
 
附 則 

この改正は、平成21年4月1日から施行する。 
 
附 則 

この改正は、平成21年4月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。 
 

附 則 
この改正は、平成22年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成23年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成24年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成25年4月1日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成25年4月1日から施行する。 
 
附 則 

この改正は、平成26年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成26年11月10日から施行し、平成26年8月1日から適用する。 

 
附 則 

この改正は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 
 

附 則 
この改正は、平成28年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成28年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成28年5月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 
 

附 則 
この改正は、平成28年7月25日から施行し、平成28年7月1日から適用する。 
 

附 則 
この改正は、平成29年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。 
 



附 則 
この改正は、平成29年5月19日から施行し、平成29年5月1日から適用する。 
 

附 則 
この改正は、平成30年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成31年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成31年4月1日から施行する。 
  

附 則 
この改正は、令和2年4月1日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、令和3年4月1日から施行する。 
 



別表第1(第2条関係)
職員の区分 始業時刻 終業時刻 備考

11時15分 ～ 12時00分
12時15分 ～ 13時00分
13時00分 ～ 13時45分
11時15分 ～ 12時00分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
12時30分 ～ 13時15分
13時00分 ～ 13時45分
12時15分 ～ 13時00分
13時00分 ～ 13時45分

11時45分 20時30分 16時15分 ～ 17時00分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
13時00分 ～ 13時45分
11時15分 ～ 12時00分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分
13時00分 ～ 13時45分
13時45分 ～ 14時30分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分
13時00分 ～ 13時45分
13時15分 ～ 14時00分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分
13時00分 ～ 13時45分
14時15分 ～ 15時00分
12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分
13時00分 ～ 13時45分
14時15分 ～ 15時00分
15時15分 ～ 16時00分
13時00分 ～ 13時45分
14時15分 ～ 15時00分
15時15分 ～ 16時00分
16時15分 ～ 17時00分
16時30分 ～ 17時15分
14時15分 ～ 15時00分
15時15分 ～ 16時00分
16時15分 ～ 17時00分
16時30分 ～ 17時15分
11時15分 ～ 12時00分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分
13時00分 ～ 13時45分
13時45分 ～ 14時30分

休憩時間

8時30分 17時15分

13時30分 22時15分

8時30分 17時15分

10時30分 19時15分

8時30分

12時30分 21時15分

7時30分 16時15分

18時15分

11時30分

企画部に勤務する職員のうち、男女協働推進の業務に従事する
職員で担当理事が指定する者

8時30分 17時15分

共創推進部に勤務する職員のうち、社学連携の業務に従事する
職員で担当理事が指定する者

9時00分 17時45分

教育・学生支援部に勤務する職員のうち、学生窓口業務に従事す
る職員で担当理事が指定する者

附属図書館に勤務する職員のうち、講習会、ガイダンス、講演会及
び授業支援等の業務に従事する職員で附属図書館長が指定する
者

附属図書館に勤務する職員のうち、閲覧、文献複写及び参考調
査等利用者サービスの業務に従事する職員で附属図書館長が指
定する者

20時15分

17時15分

9時30分



職員の区分 始業時刻 終業時刻 備考休憩時間

11時15分 ～ 12時00分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分
13時00分 ～ 13時45分
13時45分 ～ 14時30分
11時30分 ～ 12時15分
11時45分 ～ 12時30分
12時15分 ～ 13時00分
11時30分 ～ 12時15分
12時15分 ～ 13時00分
12時30分 ～ 13時15分
11時45分 ～ 12時30分
12時30分 ～ 13時15分
11時30分 ～ 12時15分
12時30分 ～ 13時15分

理学研究科事務部に勤務する職員のうち、学生窓口業務に従事
する職員で理学研究科長が指定する者

8時30分 17時15分 11時45分 ～ 12時30分

8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分

12時00分 ～ 12時45分
12時15分 ～ 13時00分
12時30分 ～ 13時15分

10時00分 18時45分 12時15分 ～ 13時00分
11時45分 ～ 12時30分

12時30分 ～ 13時15分

8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分

9時15分 18時00分 12時15分 ～ 13時00分

医学系研究科保健学事務室に勤務する職員のうち、学生窓口業
務に従事する職員で医学系研究科長が指定する者

8時30分 17時15分 11時45分 ～ 12時30分

医学部医学科に勤務する職員のうち、病理解剖業務に従事する
職員で医学部長が指定する者

9時15分 18時00分 12時15分 ～ 13時00分

医学部医学科に勤務する職員のうち、大阪大学・ニコンイメージン
グセンターにかかる業務に従事する職員で医学部長が指定する
者

9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分

8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
10時00分 18時45分 13時15分 ～ 14時00分

薬学研究科に勤務する職員のうち、技術業務等に従事する職員
で薬学研究科長が指定する者

10時00分 18時45分 12時15分 ～ 13時00分

12時15分 ～ 13時00分
11時45分 ～ 12時30分

工学研究科事務部に勤務する職員のうち、学生窓口業務に従事
する職員で工学研究科長が指定する者

8時30分 17時15分 11時45分 ～ 12時30分

7時30分 16時15分 12時15分 ～ 13時00分
8時00分 16時45分 12時15分 ～ 13時00分
8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分

10時00分 18時45分 12時15分 ～ 13時00分
11時45分 ～ 12時30分
12時30分 ～ 13時15分

8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分

薬学研究科に勤務する職員のうち、実験等に従事する職員で薬
学研究科長が指定する者

17時15分8時30分薬学研究科事務部に勤務する職員のうち、学生窓口業務に従事
する職員で薬学研究科長が指定する者

大学院工学研究科技術部に勤務する職員のうち、技術業務等に
従事する職員で大学院工学研究科長が指定する者

8時30分 17時15分基礎工学研究科事務部に勤務する職員のうち、学生窓口業務に
従事する職員で基礎工学研究科長が指定する者

17時15分8時30分

17時15分8時30分

17時15分8時30分

9時30分 18時15分

17時15分8時30分

基礎工学部・基礎工学研究科に勤務する職員のうち、実験等に従
事する職員で基礎工学部長又は基礎工学研究科長が指定する者

17時15分8時30分

理学研究科に勤務する職員のうち、実験等に従事する職員で理
学研究科長が指定する者

医学系研究科事務部に勤務する職員のうち、大阪大学・金沢大
学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に
かかる事務を担当する職員で医学系研究科長が指定する者

医学系研究科事務部に勤務する職員のうち、学生窓口業務に従
事する職員で医学系研究科長が指定する者

文学部及び文学研究科事務部に勤務する職員のうち、学生窓口
業務に従事する職員で文学研究科長が指定する者

法学研究科・高等司法研究科事務部に勤務する職員のうち、学生
窓口業務に従事する職員で法学研究科長又は高等司法研究科
長が指定する者

人間科学研究科事務部に勤務する職員のうち、学生窓口業務に
従事する職員で人間科学研究科長が指定する者

経済学研究科・国際公共政策研究科事務部に勤務する職員のう
ち、学生窓口業務に従事する職員で経済学研究科長又は国際公
共政策研究科長が指定する者

9時30分 18時15分



職員の区分 始業時刻 終業時刻 備考休憩時間

11時30分 ～ 12時15分
11時45分 ～ 12時30分
11時30分 ～ 12時15分
11時45分 ～ 12時30分
11時30分 ～ 12時15分
11時45分 ～ 12時30分

9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分

12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分

9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時45分 ～ 13時30分

生命機能研究科に勤務する職員のうち、研究室等において事務
業務に従事する職員で生命機能研究科長が指定する者

9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分

7時00分 15時45分 11時15分 ～ 12時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分
8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分

10時00分 18時45分 12時15分 ～ 13時00分
8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分

10時00分 18時45分 12時15分 ～ 13時00分
8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
8時45分 17時30分 12時30分 ～ 13時15分
9時00分 17時45分 12時45分 ～ 13時30分
9時30分 18時15分 13時15分 ～ 14時00分
8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
8時45分 17時30分 12時30分 ～ 13時15分
9時00分 17時45分 12時45分 ～ 13時30分
9時30分 18時15分 13時15分 ～ 14時00分
8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分

12時15分 21時00分 18時30分 ～ 19時15分
8時30分 17時15分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分

11時30分 20時15分 15時30分 ～ 16時15分
8時30分 17時15分 13時15分 ～ 14時00分
9時30分 18時15分 13時15分 ～ 14時00分

12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分

8時00分 16時45分 12時30分 ～ 13時15分
11時35分 ～ 12時20分
12時15分 ～ 13時00分
12時30分 ～ 13時15分
12時35分 ～ 13時20分

言語文化研究科・外国語学部事務部に勤務する職員のうち、学生
窓口業務に従事する職員で言語文化研究科長、外国語学部長又
は日本語日本文化教育センター長が指定する者

9時45分 18時30分

微生物病研究所に勤務する職員のうち、実験等に従事する職員
で微生物病研究所長が指定する者

放射線科学基盤機構に勤務する職員のうち、技術業務等に従事
する職員で放射線科学基盤機長が指定する者

8時15分

レーザー科学研究所に勤務する職員のうち、実験等に従事する職
員でレーザー科学研究所長が指定する者

産業科学研究所に勤務する職員のうち、研究室において技術業
務等に従事する職員で産業科学研究所長が指定する者

国際教育交流センターに勤務する職員のうち、留学生等の窓口業
務等に従事する職員で国際教育交流センター長が指定する者

生命機能研究科に勤務する職員のうち、実験等に従事する職員
で生命機能研究科長が指定する者

情報科学研究科に勤務する職員のうち、実験等に従事する職員
で情報科学研究科長が指定する者

蛋白質研究所に勤務する職員のうち、実験等に従事する職員で
蛋白質研究所長が指定する者

蛋白質研究所に勤務する職員のうち、研究室において事務業務
に従事する職員で蛋白質研究所長が指定する者

COデザインセンターに勤務する職員のうち、研究支援等に従事す

る職員でCOデザインセンター長が指定する者

17時15分
全学教育推進機構及び全学教育推進機構等事務部に勤務する
職員のうち、全学教育推進機構長が指定する者 8時30分

8時30分 17時15分

9時30分 18時15分

9時00分 17時45分

産業科学研究所に勤務する職員のうち、研究室において事務業
務に従事する職員で産業科学研究所長が指定する者

17時00分



職員の区分 始業時刻 終業時刻 備考休憩時間

11時35分 ～ 12時20分
12時30分 ～ 13時15分
12時35分 ～ 13時20分

10時30分 19時15分 12時30分 ～ 13時15分
8時00分 16時45分 12時15分 ～ 13時00分

12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分

9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分
10時00分 18時45分 12時15分 ～ 13時00分

8時00分 16時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時00分 17時45分 12時15分 ～ 13時00分
9時30分 18時15分 12時15分 ～ 13時00分

知的基盤総合センターに勤務する職員のうち、知的基盤総合セン
ター長が指定する者

10時15分 19時00分 12時15分 ～ 13時00分

7時45分 16時30分 11時30分 ～ 12時15分
8時00分 16時45分 12時00分 ～ 12時45分

12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分

8時45分 17時30分 12時30分 ～ 13時15分
9時00分 17時45分 12時45分 ～ 13時30分
9時30分 18時15分 13時15分 ～ 14時00分
9時45分 18時30分 13時30分 ～ 14時15分

10時30分 19時15分 14時15分 ～ 15時00分
8時00分 16時45分 12時00分 ～ 12時45分

12時15分 ～ 13時00分
12時45分 ～ 13時30分

13時15分 22時00分 17時15分 ～ 18時00分
22時00分 翌日の

6時45分
2時00分 ～ 2時45分

11時45分 ～ 12時30分
12時30分 ～ 13時15分
11時45分 ～ 12時30分
12時30分 ～ 13時15分
11時45分 ～ 12時30分
12時30分 ～ 13時15分

8時30分 17時15分 12時30分 ～ 13時15分
9時00分 17時45分 12時30分 ～ 13時15分
9時30分 18時15分 12時30分 ～ 13時15分

10時00分 18時45分 14時00分 ～ 14時45分
8時00分 16時45分 12時00分 ～ 12時45分

11時30分 ～ 12時15分
11時45分 ～ 12時30分
12時00分 ～ 12時45分
12時30分 ～ 13時15分
12時45分 ～ 13時30分
13時00分 ～ 13時45分

9時00分 17時45分 13時00分 ～ 13時45分
9時15分 18時00分 13時00分 ～ 13時45分
9時30分 18時15分 13時15分 ～ 14時00分

10時45分 19時30分 15時00分 ～ 15時45分

世界最先端研究機構免疫学フロンティア研究センターに勤務する
職員のうち、技術業務等に従事する職員で世界最先端研究機構
免疫学フロンティア研究センター拠点長が指定する者

世界最先端研究機構免疫学フロンティア研究センターに勤務する
職員のうち、研究室において事務に従事する職員で世界最先端
研究機構免疫学フロンティア研究センター拠点長が指定する者

医学部附属病院に勤務する職員のうち、窓口受付等の業務に従
事する職員で医学部附属病院長が指定する者

歯学部附属病院に勤務する職員のうち、業務課に所属する事務
職員及び情報処理、調剤、臨床検査、診療放射線照射、歯科技
工、歯科衛生、看護、栄養管理等の業務に従事する職員（中央手
術室・中央材料室において看護業務に従事する職員を除く。）で
歯学部附属病院長が指定する者

医学部附属病院に勤務する職員のうち、保育業務に従事する職
員で医学部附属病院長が指定する者

8時00分医学部附属病院に勤務する職員のうち、外来診療において看護
業務等に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者

16時45分

17時45分

9時30分

9時00分

18時15分

8時30分
医学部附属病院に勤務する職員のうち、情報処理業務に従事す
る職員で医学部附属病院長が指定する者

8時30分 17時15分

17時15分

8時15分

8時30分

17時00分

17時15分

8時30分 17時15分



職員の区分 始業時刻 終業時刻 備考休憩時間

11時00分 ～ 11時45分
11時30分 ～ 12時15分
11時45分 ～ 12時30分
12時00分 ～ 12時45分
12時45分 ～ 13時30分

10時45分 19時30分 15時00分 ～ 15時45分
※　この別表は、大学に常時勤務する職員（任期付の職員を含む。）及び任期付嘱託職員等（フルタイム勤務職員に限る。）に適用す
る。

歯学部附属病院に勤務する職員のうち、中央手術室・中央材料室
において看護業務に従事する職員で歯学部附属病院長が指定す
る者

17時15分8時30分



別表第2(第3条関係)
職員の区分 休日 勤務時間 休憩時間

12時15分～13時00分

13時15分～14時00分

12時15分～13時00分

13時15分～14時00分

医学部附属動物実験施設に勤務する技術職員で医
学部長が指定する者

割振り単位期間ごとに医学部長が指定
する日

　8時30分～17時15分 12時15分～13時00分

11時45分～12時30分
12時30分～13時15分

　8時30分～18時30分 12時00分～13時00分
　5時30分～14時15分 　9時15分～10時00分
　8時30分～17時15分 12時45分～13時30分
10時00分～18時45分 14時00分～14時45分
　8時30分～12時30分 ／

13時15分～17時15分 ／

10時45分～11時30分
11時00分～11時45分
11時15分～12時00分
11時30分～12時15分
11時45分～12時30分
11時15分～12時00分
11時30分～12時15分
11時45分～12時30分
12時00分～12時45分
12時15分～13時00分
11時45分～12時30分
12時30分～13時15分
11時45分～12時30分
12時00分～12時45分
12時15分～13時00分
12時30分～13時15分
12時45分～13時30分

　8時30分～19時30分 12時15分～13時00分及び

17時15分～17時30分
12時30分～17時15分及び

21時00分～21時45分及び

　1時00分～　7時30分
12時15分～13時00分及び

18時30分～20時00分及び

　0時00分～　3時00分及び

　4時00分～　6時45分
12時15分～13時00分及び

19時15分～21時15分及び

　2時15分～　7時30分
12時15分～13時00分及び

17時15分～19時15分及び

21時15分～翌日の2時30分
12時15分～13時00分及び

20時15分～21時00分及び

　0時00分～　6時30分
12時15分～13時00分及び

21時00分～21時45分及び

　0時00分～　6時30分
12時15分～13時00分及び

20時15分～翌日の3時30分

12時15分～13時00分及び

20時15分～21時00分及び

　1時00分～　7時30分
12時15分～13時00分及び

21時00分～21時45分及び

　1時00分～　7時30分
12時30分～13時15分及び

18時15分～19時00分及び

　0時00分～　2時00分及び

　6時00分～　6時30分

附属図書館に勤務する職員のうち、附属図書館長が
指定する者

①日曜日
②土曜日
③国民の祝日に関する法律（昭和23年
法律第178号）に定める休日
④12月29日から翌年1月3日までの日
（前各号に定める休日を除く。）
⑤その他、大学が特に指定する日
ただし、上記の日に勤務を命じられた
場合は、附属図書館長が指定する日

　8時30分～17時15分

　9時30分～18時15分

　8時30分～17時15分割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日

割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日

医学部附属病院栄養マネジメント部に勤務する調理
士で医学部附属病院長が指定する者

　8時30分～15時15分

医学部附属病院栄養マネジメント部に勤務する栄養
士で医学部附属病院長が指定する者

割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日

医学部附属病院医療技術部に勤務する職員で医学
部附属病院長が指定する者

　8時30分～17時15分

　8時30分～翌日の8時30分

　7時30分～16時15分

　8時00分～16時45分



職員の区分 休日 勤務時間 休憩時間

12時00分～12時45分及び

19時00分～20時00分及び

　0時00分～　1時00分及び

　5時00分～　6時45分
12時45分～13時30分及び

20時00分～21時00分及び

　1時00分～　2時00分及び

　6時15分～　8時00分
12時15分～13時00分
12時30分～13時15分
12時45分～13時30分
13時00分～13時45分
13時15分～14時00分
12時00分～12時45分
12時15分～13時00分
12時30分～13時15分
12時45分～13時30分
13時00分～13時45分
13時15分～14時00分
13時30分～14時15分
13時45分～14時30分
12時30分～13時15分
12時45分～13時30分
13時00分～13時45分
13時15分～14時00分
13時30分～14時15分
13時45分～14時30分
14時00分～14時45分
12時45分～13時30分
13時00分～13時45分
13時15分～14時00分
13時30分～14時15分
13時45分～14時30分
14時00分～14時45分
14時15分～15時00分
14時30分～15時15分

10時45分～19時30分 12時15分～13時00分
13時00分～21時45分 17時15分～18時00分

18時00分～19時00分及び

21時30分～22時00分及び

　1時00分～　2時00分及び

　6時30分～　8時00分
17時00分～18時00分及び

20時30分～21時00分及び

　0時00分～　1時00分及び

　5時00分～　6時30分
13時15分～翌日の8時30分 18時15分～19時00分及び

　0時00分～　2時00分及び

　6時00分～　6時30分
15時00分～翌日の9時00分 19時00分～20時00分及び

　2時00分～ 3時00分
21時00分～22時00分及び

  5時00分～ 5時30分
22時00分～23時00分及び

  5時30分～ 6時00分
23時00分～24時00分及び

  6時00分～ 6時30分
21時00分～21時30分及び

  5時00分～ 6時00分
21時30分～22時00分及び

  6時30分～ 7時30分

16時30分～翌日の10時00分

10時30分～19時15分

10時00分～16時45分

　9時30分～18時15分

　9時00分～17時45分

　8時30分～翌日の9時00分

13時00分～翌日の9時00分



職員の区分 休日 勤務時間 休憩時間

19時15分～21時15分及び

02時15分～　7時30分
21時00分～21時45分及び

　0時00分～　6時30分
20時15分～翌日の3時30分
21時00分～21時45分及び

　1時00分～　7時30分
18時30分～20時00分及び

　0時00分～　3時00分及び

　4時00分～　6時45分
19時15分～20時00分及び

　0時00分～　2時00分及び

　6時00分～　6時30分
20時15分～21時00分及び

　1時00分～　7時30分
17時15分～翌日の12時30分 19時15分～20時00分及び

　0時00分～　2時00分及び

　7時00分～　7時30分
12時00分～12時45分
12時15分～13時00分
12時45分～13時30分
  9時30分～12時00分及び

14時00分～17時00分及び

  0時00分～  1時30分及び

  6時30分～  8時30分
12時00分～14時00分及び

17時00分～19時00分及び

20時00分～22時00分及び

  3時30分～  6時30分
12時00分～12時45分
12時15分～13時00分
12時45分～13時30分
14時30分～15時15分
14時45分～15時30分
15時00分～15時45分
21時30分～21時45分及び

　2時00分～　3時30分
22時00分～23時30分及び

　5時30分～　5時45分
16時00分～17時15分及び

　8時45分～　9時15分
19時30分～20時45分及び

　8時45分～　9時15分
（日勤）
　7時00分～15時45分

11時00分～11時45分

（日勤）
　7時30分～16時15分

11時45分～12時30分

（日勤）
　7時45分～16時30分

11時45分～12時30分

（日勤）
　8時00分～16時45分

11時45分～12時30分

（日勤）
　8時15分～17時00分

11時45分～12時30分

11時45分～12時30分
12時30分～13時15分

（日勤）
　9時00分～17時45分

12時30分～13時15分

（日勤）
　9時30分～18時15分

12時30分～13時15分

（日勤）
10時00分～18時45分

14時00分～14時45分

（日勤）
10時30分～19時15分

14時30分～15時15分

（日勤）
11時00分～19時45分

15時00分～15時45分

（日勤）
11時15分～20時00分

15時15分～16時00分

（日勤）
11時30分～20時15分

15時30分～16時15分

（日勤）
12時00分～20時45分

16時00分～16時45分

11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分

（日勤）

　8時30分～19時30分

15時45分～翌日の9時30分

17時15分～翌日の8時30分

　8時30分～17時15分割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日

12時15分～21時00分

　8時30分～翌日の9時30分

　9時30分～18時15分

医学部附属病院薬剤部に勤務する薬剤師で医学部
附属病院長が指定する者

（日勤）

　8時30分～17時15分

医学部附属病院看護部（病棟、高度救命救急セン
ター、総合周産期母子医療センター、集中治療部及
びハートセンター）に勤務する助産師、看護師及び准
看護師で医学部附属病院長が指定する者

割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日



職員の区分 休日 勤務時間 休憩時間

11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分
11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分
11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分
11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分
19時15分～20時00分
20時00分～20時45分
　3時15分～　4時00分
　4時00分～　4時45分
22時00分～23時30分及び

　5時30分～　5時45分
　0時00分～　1時30分及び

　5時45分～　6時00分
21時30分～21時45分及び

　2時00分～　3時30分
20時30分～21時00分及び

  5時00分～  5時30分
21時00分～21時30分及び

  5時30分～  6時00分
21時30分～22時及び

  6時00分～  6時30分
20時30分～21時00分及び

  5時00分～  5時30分
21時00分～21時30分及び

  5時30分～  6時00分
21時30分～22時及び

  6時00分～  6時30分
21時00分～21時30分及び

  5時30分～  6時00分
21時30分～22時及び

  6時00分～  6時30分
22時00分～22時30分及び

  6時30分～  7時00分
11時45分～12時30分
12時30分～13時15分
11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分
11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分
11時45分～12時30分及び

17時15分～17時30分
12時30分～13時15分及び

17時30分～17時45分
16時15分～17時00分
17時00分～17時45分
19時15分～20時00分及び

　0時00分～　0時30分及び

　4時30分～　5時00分
18時30分～19時15分及び

23時30分～24時00分及び

　4時00分～　4時30分
20時30分～21時00分及び

  5時00分～  5時30分
21時00分～21時30分及び

  5時30分～  6時00分
21時30分～22時及び

  6時00分～  6時30分

割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日

（日勤）

　8時30分～17時15分

（日勤）

　8時30分～19時30分

（夜勤）

15時15分～翌日の9時00分

（日勤）

　8時00分～21時00分

（日勤）

　8時30分～21時30分

（夜勤）

15時45分～翌日の9時30分

（夜勤）

19時45分～翌日の8時45分

（日勤）

　9時15分～20時15分

（日勤）

　9時15分～20時15分

（日勤）

　7時30分～20時30分

医学部附属病院看護部（手術部）に勤務する看護師
及び准看護師で医学部附属病院長が指定する者

（夜勤）

19時45分～翌日の8時45分

（夜勤）

20時30分～翌日の9時30分

（夜勤）

20時00分～翌日の9時00分

（日勤）

13時00分～21時45分

（日勤）

　7時30分～20時30分

（準夜勤）

15時15分～24時00分

（深夜勤）

　0時00分～　8時45分



職員の区分 休日 勤務時間 休憩時間

20時30分～21時00分及び

  5時00分～  5時30分
21時00分～21時30分及び

  5時30分～  6時00分
21時30分～22時及び

  6時00分～  6時30分
　7時00分～15時45分 11時00分～11時45分
　7時30分～16時15分 11時45分～12時30分
　7時45分～16時30分 11時45分～12時30分
　8時00分～16時45分 11時45分～12時30分
　8時15分～17時00分 11時45分～12時30分
　8時30分～17時15分 12時30分～13時15分
　9時00分～17時45分 12時30分～13時15分
　9時30分～18時15分 12時30分～13時15分
10時00分～18時45分 14時00分～14時45分
10時30分～19時15分 14時30分～15時15分
11時00分～19時45分 15時00分～15時45分
11時15分～20時00分 15時15分～16時00分
11時30分～20時15分 15時30分～16時15分
12時00分～20時45分 16時00分～16時45分
12時30分～21時15分 16時30分～17時15分
13時00分～21時45分 17時00分～17時45分
13時30分～22時15分 17時30分～18時15分
14時00分～22時45分 18時00分～18時45分
14時30分～23時15分 18時30分～19時15分
15時00分～23時45分 19時00分～19時45分
　7時00分～15時45分 11時00分～11時45分
　7時30分～16時15分 11時45分～12時30分
　7時45分～16時30分 11時45分～12時30分
　8時00分～16時45分 11時45分～12時30分
　8時15分～17時00分 11時45分～12時30分
　8時30分～17時15分 12時30分～13時15分
　9時00分～17時45分 12時30分～13時15分
　9時30分～18時15分 12時30分～13時15分
10時00分～18時45分 14時00分～14時45分
10時30分～19時15分 14時30分～15時15分
11時00分～19時45分 15時00分～15時45分
11時15分～20時00分 15時15分～16時00分
11時30分～20時15分 15時30分～16時15分
12時00分～20時45分 16時00分～16時45分
12時30分～21時15分 16時30分～17時15分
13時00分～21時45分 17時00分～17時45分
13時30分～22時15分 17時30分～18時15分
14時00分～22時45分 18時00分～18時45分
14時30分～23時15分 18時30分～19時15分
15時00分～23時45分 19時00分～19時45分
  7時30分～10時30分 ／

  7時30分～12時30分 ／

　8時00分～12時00分 ／

　8時30分～12時30分 ／

11時30分～15時30分 ／

13時00分～17時00分 ／

13時30分～17時30分 ／

14時00分～18時00分 ／

14時30分～18時30分 ／

15時00分～19時00分 ／

15時30分～19時30分 ／

16時00分～20時00分 ／

16時00分～21時00分 ／

17時00分～20時00分 ／

17時00分～21時00分 ／

17時00分～23時00分 ／

17時30分～21時30分 ／

18時00分～22時00分 ／

　7時30分～16時15分 12時15分～13時00分
　7時30分～18時30分 12時00分～13時00分
　7時30分～19時30分 12時00分～13時00分

12時30分～13時30分
13時00分～14時00分

①日曜日
②土曜日
③国民の祝日に関する法律(昭和23年
法律第178号)に定める休日
④12月29日から翌年1月3日までの日
(前各号に定める休日を除く。)
⑤その他、大学が特に指定する日
ただし、上記の日に勤務を命じられた
場合は、医学部附属病院長が指定す
る日

医学部附属病院において診療業務に従事する職員
で医学部附属病院長が指定する者

割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日

　7時30分～20時30分

医学部附属病院に勤務する職員のうち、看護に関す
る技能的業務に従事する職員で医学部附属病院長
が指定する者

①日曜日
②土曜日
③国民の祝日に関する法律(昭和23年
法律第178号)に定める休日
④12月29日から翌年1月3日までの日
(前各号に定める休日を除く。)
⑤その他、大学が特に指定する日
ただし、上記の日に勤務を命じられた
場合は、医学部附属病院長が指定す
る日

（夜勤）

20時00分～翌日の9時00分

医学部附属病院に勤務する職員のうち、看護業務に
従事する職員で医学部附属病院長が指定する者



職員の区分 休日 勤務時間 休憩時間

　8時00分～19時00分 12時30分～13時30分
　8時00分～21時00分 12時30分～13時00分及び

19時00分～19時30分
　8時00分～21時30分 12時30分～13時30分及び

19時30分～20時00分
12時00分～12時45分
12時15分～13時00分
12時45分～13時30分

　8時30分～18時30分 12時00分～13時00分
　8時30分～19時30分 12時15分～13時00分及び

17時15分～17時30分
12時00分～15時30分
12時30分～16時00分
13時00分～16時30分
12時00分～16時00分
12時30分～16時30分
12時00分～16時30分
12時30分～17時00分
13時00分～17時30分

　8時30分～21時15分 12時15分～17時00分
12時00分～17時00分
12時30分～17時30分
12時15分～13時00分及び

17時15分～17時30分
12時00分～17時30分
12時30分～18時00分
12時15分～13時00分及び

18時30分～20時00分及び

　0時00分～　3時00分及び

　4時00分～　6時45分
12時00分～13時00分及び

17時00分～20時30分及び

　0時00分～　3時30分
12時15分～13時00分及び

20時15分～21時00分及び

　0時00分～　6時30分
12時00分～12時45分及び

19時00分～20時00分及び

　0時00分～　1時00分及び

　5時00分～　6時45分
12時45分～13時30分及び

20時00分～21時00分及び

　1時00分～　2時00分及び

　6時15分～　8時00分
12時00分～12時45分及び

19時00分～20時00分及び

　0時00分～　1時00分及び

　5時00分～　6時45分
12時45分～13時30分及び

20時00分～21時00分及び

　1時00分～　2時00分及び

　6時15分～　8時00分
10時30分～19時15分 14時00分～14時45分
13時00分～20時45分 17時15分～18時00分

17時00分～17時45分
17時15分～18時00分
18時00分～18時45分

13時15分～22時00分 17時15分～18時00分
19時15分～20時00分
20時00分～20時45分
19時15分～19時45分及び

  3時00分～  4時00分
20時00分～20時30分及び

  4時00分～  5時00分
17時30分～翌日の8時30分 　0時00分～　1時00分
17時30分～翌日の10時30分 　0時00分～　1時00分及び

　5時00分～　6時00分
17時30分～翌日の12時30分 　0時00分～　1時00分及び

　5時00分～　6時00分
18時00分～翌日の8時30分 19時00分～19時30分及び

　1時00分～　2時00分
18時30分～翌日の7時30分 　0時00分～　1時00分
19時00分～翌日の6時30分 20時30分～21時00分及び

　1時00分～　2時00分

　8時30分～20時30分

15時15分～24時00分

15時15分～翌日の8時45分

　8時30分～21時30分

　8時30分～17時15分

　8時30分～20時00分

　8時30分～21時00分

　8時30分～22時00分

　8時30分～翌日の8時30分

　8時30分～翌日の9時00分

　8時30分～翌日の11時00分

13時00分～21時45分



職員の区分 休日 勤務時間 休憩時間

20時30分～21時00分及び

　1時00分～　2時00分
　0時00分～　1時00分及び

　5時30分～　6時00分
20時00分～翌日の9時00分 　2時00分～　2時30分及び

　7時00分～　7時30分
21時30分～翌日の8時30分 　2時00分～　2時30分及び

　6時00分～　6時30分
　3時15分～　4時00分
　4時00分～　4時45分

（日勤）
　8時30分～17時15分

12時15分～13時00分

22時00分～23時30分及び

　5時30分～　5時45分
　0時00分～　1時30分及び

　5時45分～　6時00分
21時30分～21時45分及び

　2時00分～　3時30分
22時00分～23時30分及び

　5時30分～　5時45分
　0時00分～　1時30分及び

　5時45分～　6時00分
21時30分～21時45分及び

　2時00分～　3時30分
　7時45分～16時30分 11時45分～12時30分

11時45分～12時30分
12時30分～13時15分
13時30分～14時15分
15時30分～16時15分
19時15分～20時00分
20時00分～20時45分
　3時15分～　4時00分
　4時00分～　4時45分
12時00分～12時45分
12時45分～13時30分
12時00分～13時00分
13時00分～14時00分

10時00分～18時45分 13時30分～14時15分
13時15分～22時00分 16時30分～17時15分
19時15分～翌日の4時00分 　0時00分～　0時45分
　0時00分～　8時45分 　3時15分～　4時00分

19時00分～翌日の8時30分

　0時00分～　8時45分

※この別表は、大学に常時勤務する職員（任期付の職員を含む。）、非常勤職員（定時教育研究等職員）及び任期付嘱託職員等（フルタイム勤務職員に限
る。）に適用する。

歯学部附属病院看護部（中央病棟）に勤務する看護
師及び准看護師で歯学部附属病院長が指定する者

割振り単位期間ごとに歯学部附属病院
長が指定する日

（日勤）

　8時30分～17時15分

11時30分～20時15分

（準夜勤）

15時15分～24時00分

（深夜勤）

　0時00分～　8時45分
歯学部附属病院において診療業務に従事する職員
で歯学部附属病院長が指定する者

割振り単位期間ごとに歯学部附属病院
長が指定する日

　8時30分～17時15分

　8時30分～21時30分

医学部附属病院未来医療開発部に勤務する職員
（フェーズⅠ病床の業務に従事する職員に限る）で医
学部附属病院長が指定する者

割振り単位期間ごとに医学部附属病院
長が指定する日

（夜勤）
15時15分～翌日の9時00分

（夜勤）
15時45分～翌日の9時30分
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